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総 会 議 事 録 

 

１．開催日時  令和３年８月１１日（水） 午前９時３０分 

 

２．開催場所  瀬戸内市役所 ２階 大会議室 

 

３．農業委員  １１名中８名出席し、その氏名は次のとおり 

太 田   修  尾 上 昭 則  出 射   實 由 喜 門  尊   

小 林 桂 治  石 黒 五 月  藤 原 和 正 久 山 英 之 

  欠席委員 

  宮 本 英 美  

藤 原 由 果  

大 森 茂 利 

   

 

４．議事に参与した者 

  事務局長 服部 博昭 

事 務 局 青木 潔 

  事 務 局 坂本 隆也 

 

５．議事内容 

第１号議案 農地法第３条許可申請について 

第２号議案 農地法第４条許可申請について 

第３号議案 農地法第５条許可申請について 

第４号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について 

（利用権設定） 

 

 

そ の 他  
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事 務 局 長 開会を宣言する（午前９時３０分） 

定刻となりましたので、これより令和３年度瀬戸内市農業委員会、第

５回の総会を始めさせていただきます。それでは開会にあたりまして、

藤原会長よりごあいさつを申し上げます。 

議長 (会長 )  おはようございます。台風が去り、落ち着いては来ておりますが、今

後、秋雨前線が活発化するようなので皆様、気を付けて生活をお願い

いたします。それでは、本日も複数案件がございますので、皆様の適

正な審査、ご意見のほどよろしくお願いします。 

事 務 局 長 ありがとうございました。ただいまの農業委員の出席数は定数１１名

のうち８名ということで、瀬戸内市農業委員会総会議事規則第７条に

より、この総会が成立していることをご報告いたします。なお、宮本、

藤原、大森委員からは欠席の届出があったことを申し添えます。以降

の議事の進行につきましては藤原会長よろしくお願いします。 

議    長  それでは、本日の議事録署名委員さんを指名させて頂きます。本日の 

署名委員さんに小林委員、由喜門委員、よろしくお願いします。 

早速ですが、議題の方に入らせて頂きます。第１号議案、農地法第３

条許可申請について、事務局から説明をお願いします。 

 

事  務  局 それでは、議案資料の１頁目をご覧ください。農地法第３条許可申請 

についてでございます。 

【１番案件】 

        譲受人「牛窓町牛窓■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。譲渡

人「牛窓町牛窓■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。農地

の所在地は「牛窓町牛窓１３７０－３」。登記、現況地目はいずれも

「畑」。面積は７．７０㎡。「牛窓町牛窓１３７１－３」。登記、現

況地目はいずれも「畑」。面積は５０㎡。「牛窓町牛窓３３９６－

１」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は１，１３２㎡。譲受

人の農地までの距離は３，０００ｍ。耕作面積は８，８５１㎡となっ

ております。家族数及び耕作者数はいづれも３名。取得の理由は「贈

与」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、

所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 
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        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、譲渡人と譲受人は兄弟。実際に耕作を行って

いる譲受人へ所有権移転。本件の権利取得により周辺の農地の農業上

の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられま

す。なお、事務局と担当委員の岡﨑委員で現地調査を行い、周辺の農

地の利用状況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【２番案件】 

        譲受人「岡山市北区撫川■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。

譲渡人「牛窓町牛窓■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。農

地の所在地は「牛窓町牛窓８１－１」。登記、現況地目はいずれも

「畑」。面積は２，１２９㎡。「牛窓町牛窓９１－１」。登記、現況

地目はいずれも「畑」。面積は８１１㎡。「牛窓町牛窓９５－１」。

登記、現況地目はいずれも「畑」。面積は４４７㎡。「牛窓町牛窓９

７－１」。登記、現況地目はいずれも「畑」。面積は４１２㎡。「牛

窓町牛窓９８－１」。登記、現況地目はいずれも「畑」。面積は２２

０㎡。譲受人の農地までの距離は３０ｋｍ。耕作面積は５，２１９㎡

となっております。家族数及び耕作者数はいづれも２名。取得の理由

は「新規就農」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるもの

です。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■となってお

ります。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 
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        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、前回総会で許可した案件の譲受人が変更した

もの。本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的

な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。なお、事務局と

担当委員の服部委員で現地調査を行い、周辺の農地の利用状況等を確

認済です。 

 

【３番案件】 

        譲受人「牛窓町鹿忍■■■■ ■■ ■ ■■■ ■■」。譲渡人

「牛窓町鹿忍■■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■」。農地の所在

地は「牛窓町鹿忍７１２０」登記、現況地目はいずれ「田」。面積は

１，７３７㎡。譲受人の農地までの距離は４００ｍ。耕作面積は４２，

７１６㎡となっております。家族数及び耕作者数はいづれも２名。取

得の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」による

ものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■となっ

ております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■」さんは、経営農地を全

て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕作

の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれま

す。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えてはいないが、農地法施行令第２条第３項第３

号の特例に該当する。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、利用権設定による耕作者が所有権を取得する

もの。本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的

な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。なお、事務局と

担当委員の松本委員で現地調査を行い、周辺の農地の利用状況等を確

認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 
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【４番案件】 

        譲受人「牛窓町長浜■■■■■■■ ■■ ■ ■■■ ■■」。譲

渡人「牛窓町長浜■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。農地の所

在地は「牛窓町長浜６８７３－１６」。登記、現況地目はいずれも

「畑」。面積は１，８９０㎡。譲受人の農地までの距離は３００ｍ。

耕作面積は４７，４４９㎡となっております。家族数及び耕作者数は

いづれも４名。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手

方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあ

たり■ ■となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■」さんは、経営農地を全

て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕作

の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれま

す。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、譲渡人が今後耕作を行わないため、譲受人に

所有権移転するもの。本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効

率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。

なお、事務局と担当委員の森部委員で現地調査を行い、周辺の農地の

利用状況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【５番案件】 

        譲受人「長船町磯上■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。譲渡人

「岡山市東区水門町■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。農地の所

在地は「長船町磯上７０９－１」。登記、現況地目はいずれも「田」。

面積は２，４８０㎡。「長船町磯上７４９－１」。登記、現況地目は

いずれも「田」。面積は７９６㎡。「長船町磯上７６３－１」。登記、

現況地目はいずれも「田」。面積は８４１㎡。「長船町磯上７６５－

１」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は１，５３４㎡。「長

船町磯上１００５－１」。登記、現況地目はいずれも「畑」。面積は
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９３５㎡。「長船町磯上１００５－２」。登記、現況地目はいずれも

「畑」。面積は３０５㎡。「長船町磯上１００６」。登記、現況地目

はいずれも「田」。面積は１３２㎡。譲受人の農地までの距離は５ｍ。

耕作面積は４２，６３８㎡となっております。家族数及び耕作者数は

いづれも２名。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手

方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあ

たり■ ■となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、譲渡人が管理することが出来なくなったこと

による所有権移転。本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率

的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。な

お、事務局と担当委員の安木委員で現地調査を行い、周辺の農地の利

用状況等を確認済です。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【６番案件】 

        譲受人「長船町磯上■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。譲渡人

「岡山市東区水門町■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」農地の所在

地は「長船町磯上９０７」。登記、現況地目はいずれも「畑」。面積

は６２８㎡。「長船町磯上１２４０－１」。登記、現況地目はいずれ

も「田」。面積は４２４㎡。「長船町磯上１２４０－２」。登記、現

況地目はいずれも「田」。面積は２２４㎡。「長船町磯上１２４０－

３」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は４．５４㎡。譲受人

の農地までの距離は１３０ｍ。耕作面積は６，３８５㎡となっており

ます。家族数及び耕作者数はいづれも２名。取得の理由は「増反」に
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よるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有

権移転によるもので１０ａあたり■ ■となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、譲渡人が管理することが出来なくなったこと

による所有権移転。本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率

的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。な

お、事務局と担当委員の射越委員で現地調査を行い、周辺の農地の利

用状況等を確認済です。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【７番案件】 

        譲受人「長船町土師■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。譲

渡人「長船町土師■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」農地の

所在地は「長船町土師２１３４－６」。登記、現況地目はいずれも

「田」。面積は２１㎡。譲受人の農地までの距離は５０ｍ。耕作面積

は６，３４８㎡となっております。家族数及び耕作者数はいづれも２

名。取得の理由は「贈与」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」

によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■

となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 
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        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、譲受人の自宅が隣接しているため、譲受人が

管理するための所有権移転。本件の権利取得により周辺の農地の農業

上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられ

ます。なお、事務局と担当委員の射越委員で現地調査を行い、周辺の

農地の利用状況等を確認済です。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

以上、事務局から第１号議案の説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、本来であれば、担当委

員さんのご意見を伺うところではありますが、規模縮小により、推進

委員の出席を控えていただいておりますので、事務局より各担当委員

から聞き取った内容を代読してもらいます。それでは、１番案件から

順に説明をお願いします。 

事 務 局  １番案件についてご説明します。譲受人と譲渡人は兄弟で、実際に耕作

を行っている譲受人へ農地を譲り渡すとのこと。各案件とも特に問題

ないと思います。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、２番案件について、お

願いします。 

事 務 局   ２番案件についてご説明します。６月総会で一度許可した案件につい

て農業委員会に前回の許可の取止め書の提出があり、この度譲受人を

変更し再度申請したものです。内容は前回と同じもので、長年耕作放

棄となっていた農地について譲受人がレモン栽培を行うとのことです。

特に問題はないと思います。 

議    長  はい、ありがとうございました。続きまして、３番案件についてお願

いします。 

事 務 局   ３番案件についてご説明します。譲受人は以前より利用権設定し、耕

作を行っており、譲渡人も今後耕作を行う予定もないことからこの度

買い取って引き続き耕作を行うとのことです。特に問題ありません。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、４番案件について、お

願いします。 

事 務 局   ４番案件についてご説明します。譲渡人はこの申請農地について自分

で耕作することをやめるため、自分の代わりに耕作をしてくれる人と
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して、申請農地の隣接地の耕作者である譲受人に相談したところ話が

まとまりました。特に問題ありません。 

議    長  はい、ありがとうございました。続きまして、５番案件について、お

願いします。 

事 務 局   ５番案件についてご説明します。譲渡人は■■■で約４丁の農地を現

在耕作しており、磯上の農地まで管理することができず、代わりの耕

作者を探していたところ、今回の譲受人と協議をすることができ、話

がまとまりました。特に問題ありません。 

議    長  はい、ありがとうございました。続きまして、６番案件について、お

願いします。 

事 務 局   ６番案件についてご説明します。５番案件と同じく、譲渡人は■■■

で約４丁の農地を現在耕作しており、磯上の農地まで管理することが

できず、代わりの耕作者を探していたところ、今回の譲受人と協議を

することができ、話がまとまりました。特に問題ありません。 

議    長  はい、ありがとうございました。続きまして、７番案件について、お

願いします。 

事 務 局   ７番案件についてご説明します。譲受人の家のすぐ横の農地であり、

家が近く管理もしやすくなるため、譲渡人と話がまとまりました。特

に問題ありません。 

議    長   はい、ありがとうございました。以上で担当委員さんからの意見の代

読は終わりましたが、何かご意見、ご質問がありましたらお願いしま

す。 

（意見なし） 

議    長 ご意見ないようですので，採決に入らせていただきます。 

ただ今の第１号議案農地法第３条許可申請、１番案件から７番案件に

ついて、許可に賛成の方、挙手願います。 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 

続きまして、第２号議案、農地法第４条許可申請について、事務局の

説明をお願いします。 

事  務  局   それでは議案資料３頁目をご覧ください。 

【１番案件】 

  申請人「牛窓町牛窓■■■■■■ ■■■ ■■ ■■」。土地の所

在地は「牛窓町牛窓４８１４」。地目は「畑」。面積は４７９㎡。転

用目的は「ドッグラン」。農地区分は第３種農地で普通畑となってお

ります。資金は、自己資金が■ ■。隣地への被害はありません。な

お、転用申請によるもので、農用地区域外農地であります。資料８ペ

ージをご覧ください。ヤマト薬局から北西に約７０ｍのところに位置

しております。 
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議    長 はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。続き

まして、担当委員さんのご意見を事務局より代読します。１番案件に

ついて、お願いします。 

事  務  局 １番案件についてご説明します。譲受人は漢方系の薬局を経営してい

ます。空いている農地の有効活用を考え、近隣には無いドッグランを

設営し、近隣住民やペット連れで旅行にきた方々に利用してもらうこ

と、また心のケアが必要なお客様にたいして、動物や自然との触れ合

いを行うことで心身のバランスを整える事も含め計画したそうです。

隣地との影響も無く排水関係についても問題ありません。 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの第２号議案に

つきまして何かご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

それでは、ご意見ないようですので、意見がないものとして農業委員

会として意見を付してよろしいか。 

（全員賛同の声） 

それでは意見なしといたしまして、続いて、採決に入らせて頂きます。 

        第２号議案農地法第４条許可申請について、１番案件について許可に

賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 

続きまして、第３号議案、農地法第５条許可申請について、事務局の

説明をお願いします。 

        それでは議案資料４～６頁目をご覧ください。第３号議案農地法第５

条許可申請についてご説明いたします。 

【１番案件】 

  譲受人「牛窓町牛窓■■■■■■ ■■■ ■■ ■■」。譲渡人

「岡山市東区東幸西■■■■■ ■■■ ■■ ■■」。土地の所在

地は「牛窓町牛窓４８１２－１」。地目は「田」。面積は４６９㎡。

「牛窓町牛窓４８１３－１」。地目は「田」。面積は５９８㎡。「牛

窓町牛窓４８１５」。地目は「田」。面積は２３１㎡。「牛窓町牛窓

４８１６」。地目は「畑」。面積は３２８㎡。「牛窓町牛窓４８１７

－１」。地目は「畑」。面積は１６９㎡。転用目的は「ドッグラン」。

農地区分は第３種農地で１０ａあたりの収量は米４２０ｋｇ及び普通

畑となっております。資金は、自己資金が■ ■となっております。

隣地への被害はありません。なお、所有移転によるもので１０ａあた

り■ ■となっております。また、農用地区域外農地であります。資

料９ページをご覧ください。ヤマト薬局より北西へ約７０ｍところに

位置しております。 
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【２番案件】 

  譲受人「岡山市南区当新田１２８－２ 建設業 株式会社 大原組 

代表取締役 大原 智彦」。譲渡人「邑久町下笠加■■■ ■■ ■

■ ■■ ■■■■■、宮崎県小林市真方■■■■ ■■■ ■■ 

■■ ■■■■■」。土地の所在地は「邑久町下笠加８１６」。地目

は「田」。面積は３９２㎡。譲渡人「邑久町下笠加■■■■ ■■ 

■■ ■■■」。土地の所在地は「邑久町下笠加９８－１」。地目は

「田」。面積は２，２５５㎡。「邑久町下笠加９８－２」。地目は

「田」。面積は３５５㎡。転用目的は「事務所兼倉庫」。施設の概要

は「事務所兼倉庫 １棟 ４５０㎡、駐車場 ５７５㎡」農地区分は

第２種農地で１０ａあたりの収量は米４００ｋｇとなっております。

資金は、自己資金が■ ■となっております。隣地への被害はありま

せん。なお、所有移転によるもので１０ａあたり■ ■となっており

ます。また、農用地区域外農地であります。資料１０ページをご覧く

ださい。岡山学芸館高等学校グラウンドより南西へ約３５０ｍところ

に位置しております。 

【３番案件】 

  譲受人「邑久町庄田■■■■■■ ■■■ ■■■■■■ ■■ ■

■ ■■」。譲渡人「邑久町庄田■■■■ ■■ ■■ ■■」。土

地の所在地は「邑久町庄田 １１４２－４」。地目は「畑」。面積は

１３㎡。「邑久町庄田 １１４３－２」。地目は「畑」。面積は５．

７５㎡。転用目的は「庄田地区集会場」。施設の概要は「平屋建 １

棟 ７０．８０㎡」。農地区分は第２種農地で普通畑となっておりま

す。資金は、補助金が■ ■となっております。隣地への被害はあり

ません。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■となって

おります。また、農用地区域外農地であります。場所につきましては、

資料１１ページをご覧ください。朝日寺から南へ約３０ｍところに位

置しております。 

【４番案件】 

  譲受人「倉敷市粒江２０－５０ 鉄工業 株式会社 アクシア 代表

取締役 河田 和紀」。譲渡人「長船町東須恵■■■■ ■■ ■■ 

■■」「長船町東須恵■■■■■ ■■ ■■ ■■」「長船町東須

恵■■■■ ■■ ■■ ■■」「長船町東須恵■■■■ ■■ ■

■ ■■■」。土地の所在地は「長船町東須恵１１４８－１」。地目

は「田」。面積は１，１４７㎡。「長船町東須恵１１４２」。地目は

「田」。面積は３２９㎡。「長船町東須恵１１４４」。地目は「田」。

面積は１２９㎡。「長船町東須恵１１４５－１」。地目は「田」。面

積は３１４㎡。「長船町東須恵１１４６－１」。地目は「田」。面積
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は９５㎡。「長船町東須恵１１４７－１」。地目は「田」。面積は１，

１７４㎡。譲受人「岡山市北区西島田町７－２３ 鉄工業 株式会社 

エルテック 代表取締役 逸見 隆徳」。譲渡人「長船町東須恵■■

■■ ■■■ ■■ ■■」「長船町東須恵■■■■■■ ■■ ■

■ ■」「長船町東須恵■■■■ ■■ ■■ ■■」「長船町東須

恵■■■■ ■■ ■■ ■■」。土地の所在地は「長船町東須恵１

１４９」。地目は「田」。面積は８５２㎡。「長船町東須恵１１５

０」。地目は「田」。面積は２７２㎡。「長船町東須恵１１５１」。

地目は「田」。面積は３６７㎡。「長船町東須恵１１５６－１」。地

目は「田」。面積は３４４㎡。「長船町東須恵１１５２－１」。地目

は「田」。面積は６９５㎡。「長船町東須恵１１５４」。地目は

「田」。面積は８３９㎡。「長船町東須恵１１５３－１」。地目は

「田」。面積は２７１㎡。「長船町東須恵１１５７－１」。地目は

「田」。面積は３１９㎡。転用目的は「機械部品加工工場」。施設の

概要は「２階建て ３棟 ２，７５３．５３㎡」。農地区分は第２種

農地で１０a あたりの収量は米４２０ｋｇとなっております。資金は、

自己資金が■ ■、借入金が■ ■となっております。隣地への被害

はありません。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■と

なっております。また、農用地区域外農地であります。場所につきま

しては、資料１２ページをご覧ください。農家の店しんしんから東へ

約３０ｍところに位置しております。 

【５番案件】 

  譲受人「岡山市北区津島西坂１－１－４０ 不動産業 有限会社 創

栄インテリア 代表取締役 小島 英徳」。譲渡人「長船町福岡■■

■ ■■ ■」。土地の所在地は「長船町福岡 ９３０－２」。地目

は「田」。面積は５０６㎡。転用目的は「建売分譲住宅」。施設の概

要は「２階建 ３棟 １６８．９３㎡、カーポート ３棟 ９０㎡」。

建ぺい率は「３１．９０％」。農地区分は第２種農地で１０aあたり

の収量は米４２０ｋｇとなっております。資金は、自己資金が■ ■

となっております。隣地への被害はありません。なお、所有権移転に

よるもので１０ａあたり■ ■となっております。また、農用地区域

外農地であります。場所につきましては、資料１３ページをご覧くだ

さい。オハヨー乳業長船工場から南東へ約２３０ｍところに位置して

おります。 

【６番案件】 

  譲受人「邑久町尾張２８８－２ 不動産業 エステートプランニング

株式会社 代表取締役 永山 弘之」。譲渡人「長船町福岡■■■■

■■ ■■ ■■ ■■」。土地の所在地は「長船町福岡１２１２－



- 13 - 

１」。地目は「田」。面積は８４１㎡。転用目的は「建売分譲住宅」。

施設の概要は「２階建 ４棟 ２１１．９７㎡」。建ぺい率は「２８．

７０％」。農地区分は第２種農地で１０aあたりの収量は米４５０ｋ

ｇとなっております。資金は、自己資金が■ ■となっております。

隣地への被害はありません。なお、所有権移転によるもので１０ａあ

たり■ ■となっております。また、農用地区域外農地であります。

場所につきましては、資料１４ページをご覧ください。セブンイレブ

ン瀬戸内豆田店から北へ約２３０ｍところに位置しております。 

 

議    長 はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。続き

まして、担当委員さんのご意見を事務局より代読します。１～６番案

件について、お願いします。 

事  務  局  １番案件についてご説明します。譲受人は漢方系の薬局を経営してい

ます。空いている農地の有効活用を考え、近隣には無いドッグランを

設営し、近隣住民やペット連れで旅行にきた方々に利用してもらうこ

と、また心のケアが必要なお客様にたいして、動物や自然との触れ合

いを行うことで心身のバランスを整える事も含め計画したそうです。

隣地との影響も無く排水関係についても問題無いのでよろしくお願い

いたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、２番案件について、お

願いします。 

事  務  局 ２番案件についてご説明します。譲受人である大原組は岡山市の会社

ですが、この度、事業規模の拡大に伴い新たな営業所兼倉庫を建てる

土地を探していたところ、申請地が立地条件等にも適していることか

ら計画したそうです。またこの計画を実行するため、自治会との協議

もしっかりやられており、自治会の要望をきちんと取り入れてくれた

ため、問題はないかと思います。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、３番案件について、お

願いします。 

事  務  局  ３番案件についてご説明します。今回の申請は既存の集会場の建て替

えとなります。排水は今まで通りで日照についても同様に問題ありま

せん。よろしくお願いします。  

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、４番案件について、お

願いします。 

事  務  局  ４番案件についてご説明します。今回の申請地は排水関係の問題が一

番となります。業者による地元事業説明会にて排水関係についてしっ

かりするようにと伝えており、業者からも、工業用排水は無く、生活

雑排水と山からの雨水のみと説明を受けております。金属的なゴミに
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ついては専門業者に引き取ってもらう手はずとなっています。よろし

くお願いします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、５～６番案件について、

お願いします。 

事  務  局  ５番案件についてご説明します。申請地の周辺も住宅街となっており、

場所的には特に問題なく、また排水についても問題ないとのことです。 

事  務  局  ６番案件についてご説明します。こちらについても集落に近い場所と

なっており、問題ありません。排水や隣接農地についても支障がない

のでよろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの第３号議案、

１番案件から６番案件につきまして何かご意見、ご質問ありましたら

お願いいたします。 

（意見なし） 

それでは、ご意見ないようですので、意見がないものとして農業委員

会として意見を付してよろしいか。 

（全員賛同の声） 

それでは意見なしといたしまして、続いて、採決に入らせて頂きます。 

        第２号議案農地法第５条許可申請について、１番案件から６番案件に

ついて許可に賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 

続きまして、第４号議案、農業経営基盤強化促進法による農地利用集

積計画について（利用権設定）ということで、事務局の説明をお願い

します。 

事  務  局   それでは第４号議案農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計

画についてご説明いたします。議案資料７頁目をご覧ください。 

【第４号議案農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画につ

いて議案書をもとに朗読】 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長   はい、ただ今の第４号議案につきまして何かご意見、ご質問がござい

ましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

  ご意見ないようですので、第４号議案につきまして、承認とさせてい

ただきます。 

それでは最後のその他の項目に入らせていただきます。事務局、お願

いします。 

事  務  局   まず、今後の総会の予定を申し上げます。９月の通常総会については

９月１４日火曜日に瀬戸内市役所 ２階大会議室で開催予定となって
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おります。１０月の通常総会につきましては、１０月１２日火曜日に

瀬戸内市役所 ２階大会議室で開催予定となっております。 

議    長   他にご意見・ご質問はありませんか。 

それではご意見もないようですので、これをもちまして、令和３年度

８月の総会を閉会とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

（午前１０時００分 閉会） 
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